
施設名称

所在地

指定管理者名

指定期間

募集方法 施設担当課

１ 業務実績（指定管理者)

令和３年度　指定管理者総合モニタリング評価表

塩尻市立洗馬児童館

塩尻市大字洗馬２７１３番地１

社会福祉法人　塩尻市社会福祉協議会

１　児童館運営を行うに当たっての経営方針

平成３０年４月１日　～　令和５年３月３１日 （５年間のうち４年目）

公募 こども教育部　教育総務課

当初計画 実　績

・お話会　５回　１１８人

・七夕会　　　　１回　　３９人
・クリスマス会　２回　　８１人

・ふれあいセンター洗馬のギャラリーに作品を展示
　　　　　　　　１回　　５５人
・ふれあいセンター洗馬の講座参加者に手作りスト
ラップのプレゼント　６回　　１００個

（２）放課後児童クラブ事業等の実施

・就労等の理由により、保護者が昼間家庭にいな
い小学１年生から６年生までの児童の安心・安全
な居場所づくりと健全育成のための様々な取り組
みの実施

・全児童の居場所対策として、キッズクラブ事業
の実施　　５人

・特性のある講座の実施（福祉教室）
　２回　　５０人

　児童を取り巻く現状を踏まえ、健全な遊びを提供
し児童の健全育成を図る。また、児童の安心・安全
な居場所づくりとなるよう努力する。

・保護者との信頼関係を築きながら、安心して預け
ることができる児童館づくりに努めた。
　相談業務　　　２５人

・キッズクラブ登録児童　　１人

・小学生向けに、社協の特性を活かした福祉教室を
実施し、福祉を身近に感じてもらい、自分にできる
ことに関心が持てるようにした。
　２回　７２人

・夏休みお楽しみ会等は、新型コロナウイルス感染
防止のため、実施できなかった。
・仲間と触れ合う中で、ルールを守る大切さや心と
身体の健康増進に向けた、あそびが楽しめる毎日の
あそびや生活の環境づくりを行った。
〈運動遊び〉ドッジボール・キックベース・一輪車
等
〈ゲーム〉ボードゲーム・カードゲーム・ラストワ
ン・マンカラ等
〈工作・手芸〉キラキラ・コースター・リリアン・
マフラー・ビーズストラップ・アイロンビーズ等
〈自学）毎日３０分間

・夏休みお楽しみゲーム大会　　１回　　４０人
　
・春休みお楽しみ会　　　　　　１回　　４０人

（３）保護者や地域への関わり

（１）健全な遊びの実施

・児童の健康増進と創造性を育む取り組み
　　お話会　１２回　　３６０人
　
・季節感のある行事の実施と地域の自然や伝承を
知る取り組み
　　七夕会　　　　１回　　４５人
　　クリスマス会　２回　　６５人

・施設内外の高齢者との世代間交流
　　２回　　　１００人

・保護者会組織支援と地域力活用の事業 ・緊急事態発生時に備え、保護者に迅速な連絡や対応が
できるよう、緊急メールの登録を呼びかけた。
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（４）危機管理、安全対策に関する取り組み

・交通安全教室、防犯指導等の実施
　　３回　　１００人

・防犯・防災・地震対策のための避難訓練の実施
　　２回　　　８０人

・新型コロナ感染予防の為、外部講師を呼ぶことは
できなかったが、職員が講師となり学校から児童館
まで、注意が必要な場所について説明した。
・交通安全教室　　　１回　　３８人
・防犯指導　　　　　１回　　３２人
・避難訓練　　　　　２回　　６５人

・検温　下校時毎日１回
・感染症対応マニュアルに沿って感染予防に努めた。
・子どもの心身状態に変化がある時は、速やかに保護者
や学校に連絡し、適切に対応した。

（１）児童の心身の状態を把握し、健康に留意しなが
ら、安心・安全に利用ができるように配慮する。

・生活や活動を通して、集団の中で異年齢の関わり
を大切にし、共に成長できるように支援した。

・興味や関心のあることを更に高められる自学に活
用できる図書の購入等、環境づくりをした。

・苦情には迅速に対応し、問題点は職員間で共有
し、改善に努めた。

厚生員会　　　　　　　　　月１回
定例会　　　　　　　　　　月１回
館長・厚生員職員会　　　　週１回
パート職員を含めた職員会　月１回

・子どもの様子を、保護者の迎えの時に日々伝える
ことで、保護者が安心して子育てと仕事ができるよ
うに支援した。

・民生児童委員と共に、地域の子どもが情操豊かに
育つために、地域の音楽家に依頼し音楽会を行っ
た。
　１回　　４２人
・お元気食堂への参加　１回　３人
・公民館主催書き初め会への参加　１回　１０人

（３）地域に密着した施設であるための取り組み

・地域に密着した子育て支援の拠点として地域住
民に信頼される施設となるように努力する。

・地域に定着した児童館として交流を行う。
　１回　４０人

・発達期の子どもの成功体験や自己実現に配慮し
た取り組み

・利用者の家族や地域のニーズの把握

・利用児童や保護者の声を聴く意見箱の設置

・苦情や要望、意見への対応

・児童館連絡会において、情報交換を行い、ニー
ズを共有する。
　　　厚生員会　　　　　　　　　月１回
　　　定例会　　　　　　　　　　月１回
　　　館長・厚生員職員会　　　　週１回
　　　パート職員を含めた職員会　月１回

・保護者との信頼関係の構築

・利用者の心身状態の把握

・虐待等の早期発見

（２）利用児童の満足度を高めるための取り組み

２　利用児童に対する配慮、サービス

（５）個人情報保護について

（４）世代間交流に関する事業内容

・個人情報に関する書類は鍵のかかる場所での管理を徹
底した。

・ふれあいセンター洗馬と隣接する、クレア洗馬
やあい愛の高齢者との交流。
　２回　１００人

・子ども達の作品を、ふれあいセンター洗馬のギャ
ラリーに展示し、地域の子ども達の存在に関心と親
しみを持っていただく機会とした。
　１回　　５５人
・ふれあいセンター洗馬の講座の利用者に、ビーズ
ストラップを作ってプレゼントした。
　１回　　１００個
・ふれあいセンター洗馬の講座利用者からの折紙作
品プレゼントをいただいた。
　１回　４５個

・本会の規定に基づく個人情報保護を徹底する。
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　事業計画の内容、適格性及び実現性

実　績

（１）学校との連携

（２）子どもに関わる施設や機関との連携

・地域が子どもを育む機能に着眼した、地域全体で子
育てや親支援ができる体制の構築

学校運営協議会・地域運営協議会・洗馬地区育成会

・宗賀児童館との交流は、コロナ禍の為計画できな
かった。
・西部中ボランティア委員会との直接の交流は実施
できなかったが、委員会からプランターの鉢植えを
プレゼントしていただいた。
・高校生ボランティア受け入れ　１人　３日
・普通救命研修（AED含む）、放課後支援員研修、工
作研修（６回）

（１）利用者の増加を図るための具体的な手法及び
　　　期待される効果

・魅力ある講座の実施 ・市民タイムス、月刊誌イクジィへの掲載
【内容】
・ふれあいセンター洗馬ギャラリーへの児童工作作
品展示
・ビーズストラップ製作
・つどいの広場イベント計画　３回　１０人

（２）サービス向上を図るための具体的手法、効果

・新型コロナ感染予防のための休校期間中、ほぼ毎日担
任の先生が交代で来館し、児童クラブでの生活の流れや
活動の様子について、情報交換ができた。

・学年だよりと児童館だよりをその都度交換し、調整や連
携を図ることができた。

・児童館職員が児童への対応の相談に随時学校を訪問
し、授業参観や校長先生、教頭先生、担任の先生と懇談
を行った。

・魅力ある講座の実施、西部圏域の児童館との交
流、地域との交流

・ボランティアの受け入れ　　２回　１５人

・職員の職場外、職場内研修の参加

当初計画

・年３回の学校運営協議会、地域教育協議会に参加し、
洗馬地区が目指す望ましい子どもの成長について協議
する中で、委員の方々とのつながりができ、情操豊かな
子どもを育てるために、地元音楽家セバスチャンさんによ
るコンサートが開催できた。

３　関係機関との連携
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２ 施設の利用状況(指定管理者)

利用目標
今年度実績

（ア）
前年度実績

（イ）
対前年

（ア）／（イ）

285日 285日 285日 100.0%

9,300人 8,323人 7,630人 109.1%

300人 108人 103人 104.9%

9,000人 8,215人 7,527人 109.1%

0人 0人 0人 -

0人 0人 0人 -

20人 10人 18人 55.6%

100人 0人 0人 -

３ 利用目標の達成状況に対する評価・分析(指定管理者、施設担当課)

指定管理者の
評価・分析

施設担当の
評価・分析

施設利用者数　合計

・新型コロナウイルス感染予防の為、児童クラブの利用を控えて頂くお願いの通知が
市から保護者向けに出されたことで、利用を控えてくださる家庭が多く、児童クラブ
登録児童の利用が大幅に減少した。
・つどいの広場や登録児童以外の児童館利用も、感染レベルが上がるとできない期間
が長く、利用人数は目標よりかなり低くなった。

　みんなおいでよ洗馬児童館へ

　つどいの広場

　児童館

　あそびの広場

　子育てサロン

　児童クラブ

・コロナ禍で児童クラブは社会的機能維持のために開所を求められる施設だが、職員
や利用児童等の集団感染等を防止することを目的として、市内、他の児童館と足並み
を揃えて、保護者に対して利用自粛を促した。結果、利用目標は未達成の項目が散見
されるが、前年度比では、概ね増加している状況であり、洗馬児童館内での集団感染
等はなく、所期の目標が達成されている点は、評価に値する。

利用区分等

開館日数
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４ 収支状況(指定管理者) （単位：円）

項　目 当初計画
実績

（ア）
前年度実績

（イ）
対前年

（ア）／（イ）

・指定管理料 12,554,000 12,691,719 12,973,400 97.8%

・児童館利用料 1,280,000 742,900 835,300 88.9%

・講座参加費収入 0 0 0 -

・雑収入 0 0 0 -

収入計（Ａ） 13,834,000 13,434,619 13,808,700 97.3%

・人件費 11,123,000 12,587,855 10,714,225 117.5%

・保健衛生費 20,000 14,170 14,502 97.7%

・水道光熱費 323,000 312,752 285,593 109.5%

・燃料費 114,000 113,619 105,955 107.2%

・消耗器具備品費 373,000 361,171 410,088 88.1%

・保険料 47,000 46,380 49,460 93.8%

・車輌費 9,000 8,332 7,148 116.6%

・諸謝金 33,000 11,000 21,500 51.2%

・研修研究費 13,000 2,000 2,000 100.0%

・修繕費 340,000 0 255,200 0.0%

・通信運搬費 139,000 137,370 129,452 106.1%

・会議費 2,000 1,050 0 皆増

・業務委託費 485,000 482,570 510,060 94.6%

・手数料 79,000 75,805 78,818 96.2%

・賃借料 169,000 167,706 172,426 97.3%

・保守料 230,000 207,900 229,900 90.4%

・雑支出（退職年金事務費） 12,000 11,723 3,312 354.0%

・退職手当、年金共済掛け金 323,000 322,084 116,256 277.0%

・事務経費 0 1,004,320 1,004,320 100.0%

支出計（Ｂ） 13,834,000 15,867,807 14,110,215 112.5%

収支（Ａ）－（Ｂ） 0 △ 2,433,188 △ 301,515 -

収
　
入

支
　
出
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５ 財務状況を示す指標（指定管理者)

当年度 前年度

84.6% 84.7%

18.2% 18.0%

95.3% 93.9%

506.4% 541.8%

1.6% 2.2%

６ 職員の配置状況（指定管理者)

７ 自主事業の状況（指定管理者)

児童館職員　５（準正規２，パート３） 児童館職員　７（正規１，準正規１，パート５）

当初計画 実　績

みんなおいでよ洗馬児童館へ　1回　100人 新型コロナウイルス感染予防の為実施できなかった。

流動比率　　　　(流動資産/流動負債×100)

総資産経常比率　(経常利益/総資産×100)

当初配置計画 配置実績

館長　１（嘱託） 館長　１（嘱託）

固定比率　　　　(固定資産/資本×100)

指　標

自己資本比率　　(資本/資産×100)

負債比率　　　　((流動負債＋固定負債)/資本×100)
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８ 評価（指定管理者、施設担当課） 評価点 達成度

評価点は５段階としており、仕様書・事業計画等に対する達成度から判断します。 ５ ： 120 ％ 以上

例えば、計画どおりの達成度であれば評価点は「３」となります。 ４ ： 101 ～ 119 ％

評価項目の性質で、付けることができる評価点が制限されている項目があります。 ３ ： 81 ～ 100 ％

２ ： 61 ～ 80 ％

１ ： 0 ～ 60 ％

（１）実施体制に関する評価 （３）サービス等の内容や水準に関する評価

1 1 - ③ - - 1 - ③ - - 25 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

2 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5 26 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

3 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5 27 1 2 ③ - - 1 2 ③ - -

4 1 2 3 ④ 5 1 2 ③ 4 5 28 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

5 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5 29 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

6 1 2 ③ - - 1 2 ③ - - 30 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

7 1 - ③ - - 1 - ③ - - 31 1 2 ③ 4 5 1 2 3 ④ 5

8 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5 32 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

9 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5 33 1 ② 3 4 5 1 2 ③ 4 5

10 1 2 ③ - - 1 2 ③ - - 34 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

11 1 - ③ - - 1 - ③ - - 35 1 2 3 ④ 5 1 2 ③ 4 5

12 1 - ③ - - 1 - ③ - - 36 1 2 3 ④ 5 1 2 ③ 4 5

13 1 - ③ - - 1 - ③ - - 37 1 2 ③ - - 1 2 ③ - -

14 1 - ③ - - 1 - ③ - - 38 1 2 ③ - - 1 2 ③ - -

15 1 2 ③ - - 1 2 ③ - - 39 1 - ③ - - 1 - ③ - -

16 1 2 ③ - - 1 2 ③ - - 40 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

※№39は外部委託がある場合のみ評価する。

（２）収支等の評価 （評価点の総計）

17 1 2 ③ - - 1 2 ③ - -

18 1 2 ③ - - 1 2 ③ - -

19 1 2 ③ - - 1 2 ③ - -

20 1 - ③ - - 1 - ③ - -

21 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

22 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

23 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5

24 1 2 ③ 4 5 1 2 ③ 4 5計画以外に経費節減に向けた取り組みを行い、その効果があったか

（２）評価点合計（8項目） 24 24

収支状況

事業収支は妥当か

財務状況を示す指標の異常値、大幅な変動がないか

計画どおりに経費節減の取り組みを行い、その効果があったか

収支計画書に則し、適正に予算を執行しているか

利用料収入などの現金管理等が適切に実施されているか

経理状況

指定管理に関する経費と団体の経費を区別して、適正に管理しているか

専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理処理を行っているか

評価点総計
（満点164点）

指定管理者

49（１）評価点合計（16項目） 49 48

指定管理者 施設担当課
評価項目 № 評価基準

評価点

49

122点 74.4% 施設担当課 121点 73.8%

（３）評価点合計（16項目）

記録・情報管理体
制

協定書等に従い、情報を適切に管理、公表しているか 必要な修繕を適切に行い、市に報告しているか

個人情報保護に関する規定が整備されているか 市と指定管理者の備品が明確に区別されており、台帳により適切に管理されているか

情報漏えいを防止する仕組みや対応策が講じられているか 省エネルギー、省資源等環境への配慮がされているか

危機管理に関するマニュアル等が整備され定期的に訓練等を行っているか 苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか

事故・災害等の緊急時の連絡体制は確立されているか 施設のホームページは効果的に運用されているか

個人情報等の管理は適切か 外部委託内容は事前に市の承認を受けており、委託先に協定書等を遵守させているか

事業計画書に則し、指定管理事業を実施しているか

事業計画書に則した教育・研修を実施したか 施設の目的に沿って、自主事業を実施しているか

業務日誌等を適切に作成・保管しているか 各事業への参加や施設利用促進に向けた取り組みを積極的に行っているか

協定書等で定められた事業計画書・報告書等を提出しているか

維持管理状況

仕様書等に従い、清掃、警備、衛生の点検・管理を適切に行っているか

情報公開に関する規定が整備されているか 施設や設備の点検・管理を適切に行い、履歴を適切に整理・保管しているか

施設運営状況

協定書等に従い、開館日や開館時間等を遵守しているか

利用者へのサー
ビスの状況

施設の予約や利用等が、公平かつ適切に実施されているか

施設の目的が十分機能しているか 言葉づかい、態度、服装等の接遇は適切か

施設の利用者数や稼働率は適正か 利用者アンケートを実施し、その結果は妥当か

危機管理体制

避難経路が適切に確保されている等、利用者の安全が確保されているか

職員体制

仕様書等に従った人員（人数、有資格者）を配置しているか 利用方法をわかりやすく説明できる仕組みができているか

スタッフのシフトは適正であるか（労働基準法を遵守しているか）

事業の実施状況

利用者からの意見や要望等について、可能なものは反映させているか

評価基準
評価点

指定管理者 施設担当課 指定管理者 施設担当課
№評価項目 № 評価基準

評価点
評価項目
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８（総括）評価に対する考え方（指定管理者、施設担当課）

№ №

2 2

4 4

7 7

19 19

21 21

23 23

28 31

33 33

35
35
36

９ 総合評価（指定管理者、施設担当課）

指定管理者

■自己評価

・児童クラブ・キッズクラブを利用する子どもたちにとって児童館は、家庭と学校を繋ぐ場所
であり、安心・安全に生活できる居場所となるように目指してきた。
・保護者の相談には、小学校や家庭支援課へのつなぎ役として連携を取ることもできた。

■今後の改善策（短期的に対応可能なもの）

・新型コロナウイルス感染予防の為、利用拡大には難しい面があるが、感染症予防対策を十分
行い、利用者の健康に細心の注意を払い、子ども一人ひとりの豊かな成長に向け、保護者や小
学校との連携を更に深めていく。

■今後の改善策（長期的に取り組むことで課題解決を図るもの）

・地域関係機関と協力しながら、未就園の子どもを持つ家庭が求めている子育て支援について
情報を得て、ニーズに応える取り組みをし、連携を更に深めて地域に根差した児童館としての
役割を果たしていく。

（３）
サービス等の
内容や水準

利用者からの意見や要望は、職員間で共有・
検討し、できることは速やかに対応してき
た。

施設の入り口に、職員名入りの写真や
施設の利用案内を掲示するなど工夫が
あるため、４点した。

福祉講座の実施や、ふれあいセンター洗馬の
利用者との交流は、コロナ禍でも可能な方法
で行った。

自主事業に関しては、コロナ禍で中止
のため減点とせず、３点とした。

定期的な業者の清掃や点検を行うことで、衛
生的で安全な施設運営に努めている。

施設の整備等について適切に行われて
いるが、その内容として加点に値する
事項は認められないため、３点とし
た。

（２）
収支等の評価

収支計画書に即し、予算の適正な執行に努め
た。

適正な予算執行を確認した。

新型コロナ感染予防の為、利用を控えること
に協力いただいた家庭からの利用料について
は、市児童館と同様の対応をした。

コロナ禍で、保護者に利用自粛を要請
したことにより、利用料収入が減額と
なっているが、収支は適正ある。

節電についてコンセントを抜くなど、できる
限りの節電対策は取ったが、新型コロナ感染
症予防と熱中症対策でのエアコン使用や、冬
季の低温により灯油代等光熱費は高額となっ
た。

コロナ禍のため、換気を行いながら冷
暖房を使用するなど、経費節減の取り
組みには苦労されたと思うが、きめ細
かな節電対策等を確認した。

評価項目
評価項目№とその評価点を付けた理由

指定管理者 施設担当課

（１）
実施体制

民生児童委員や小学校、家庭支援課等との連
携を取り合い、保護者や子育て中の家庭への
支援を心掛けている。

それぞれの育ちに応じたきめ細かな支
援のため、引き続き関係機関等との連
携をお願いしたい。

ふれあいセンター洗馬との合同避難訓練や、
児童館独自の訓練を実施し、安全を確保でき
ている。

訓練は適切に行われているが、その内
容として加点に値する事項は認められ
ないため、３点とした。

子どもの日常様子を共有し合うため、パート
を含めた職員間の話し合いを必要に応じて行
い、児童の育成支援に努めている。

市条例に基づき、最低基準の人員が配
置されている。
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施設担当課

・児童館を利用する児童の家庭、学校での生活の連続性を補償し、それぞれの育ちに応じたき
め細かな対応を行うためには、学校関係者や地域住民との連携を欠かすことができませんが、
洗馬児童館においては、学校や地域との連携を密に適切なサービスが提供されています。ま
た、コロナ禍で自主事業として予定されていた「みんなおいでよ洗馬児童館へ」が中止になる
等、様々な活動制限がありましたが、社会福祉協議会の特性を生かした福祉教室の開催や、隣
接するふれあいセンター洗馬との展示品を通した交流など、工夫を凝らした事業を展開いただ
き、利用児童に様々な体験活動を提供いただき評価いたします。引き続き、施設の効率的かつ
適切な維持管理に努められ、また、児童の健全育成と保護者の子育て負担の軽減、仕事と育児
の両立支援をお願いします。
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